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愛 知 県 瀬 戸 保 健 所 
○本所 

〒489-0808 瀬戸市見付町 38の 1 

○豊明保健分室 

〒470-1101 豊明市沓掛町石畑 142-20 

 

新型コロナウイルス感染症については、本年５月８日に感染症上の位置付けが５類に変更されました。しかしなが

ら、感染力の強さなど、ウイルスの特性が変わったわけではありません。県民の皆様には、換気や手洗い、マスクの

効果的な場面での着用等、基本的な感染防止対策をとっていただきますようお願いします。 

また、発熱・その他の症状がある場合は、下記のフローを参考にしてください。右隣の QR コードを

読み込んでいただいてもご覧いただけます。 

発熱・その他の症状がある場合 

保健所だより 

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に つ い て 

 

小児の場合 
（頭）        ひどい頭痛がある、意識がはっきりしない 
（顔）           唇が紫色、顔色が悪い 
（胸部・背部）       激しい咳やゼーゼーと胸がなって苦しい 
（腹部）        下痢や嘔吐が頻回でお腹をひどく痛がる 
（痙攣）        初めての痙攣や痙攣が止まらない、痙攣が止まっても意識がない 
（全身）        経口摂取ができない、ぐったりしている 

成人の場合 
（頭）        激しい頭痛がある、支えがないと立てないくらいふらつく 
（顔）           顔色が悪い、ろれつが回らない、うまく話せない 
（胸部・背部）         息切れや呼吸困難（肩で息をする等） 
（腹部）        激しい下痢や嘔吐で水分が取れず、ぐったりしている 
（痙攣）          痙攣が止まらない、痙攣が止まっても意識がない 
（意識障害）           意識がない（返事がない）、朦朧としている 

※『発熱症状がある場合のチェックシート』（監修：江南厚生病院・さくら総合病院・総合犬山中央病院、尾北医師会、岩倉市医師会）より改変・引用 

 

 

自己検
査は自由
だが、速
やかに受
診する必
要あり

検査キットを持ってる場合は、自己検査を行う 

新型コロナウイルス抗原検査キットや、新型コロナウイルス・ 

季節性インフルエンザ同時検査キットは常時買い置きしておくことを 

お勧めします。（薬事承認済みの検査キットをお選びください） 

 

自己検査した場合は、受診の際 
に検査結果を持参してください。 

重症化のリスクがあるなど、強く受診を希望する 
（高齢者、妊娠、重篤な基礎疾患がある など） 

NO 

NO YES 

自宅で様子を見る 
（市販薬で療養するなど） 

発症から 24時間以内であれば、一日自宅で様子を見て、翌日診療時間内での受診を考えてください。ただし、発症後

24時間を経過している場合でも、症状が落ち着いていれば、時間外ではなく、翌日の診療時間内に受診してください。 

速やかに受診する（必要に応じて救急搬送を要請する） 
（かかりつけ医または外来対応医療機関（発熱外来、オンライン診療など）） 

 
※ 受診すべきかかりつけ医がない、受診先がわからない場合などは、下記の情報をご覧ください。 

〇愛知県ホームページの愛知県新型コロナウイルス感染症健康相談センター（受診・相談窓口） 
（https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/soudan.html#jusinnsoudann） 

〇外来対応医療機関 
（https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/soudan.html#1） 

〇救急の窓口（愛知県救急医療情報センター） 
（https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/soudan.html#aichikennkyukyuiryoujouhou） 

※ 受診が難しい場合は、オンライン診療の活用をご検討ください。愛知県ホームページでもオンライン診療をご紹介しています。 
（https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/soudan.html#online） 

 

YES 

陽性 陰性 

注意が必要な症状（下記のいずれかの症状）がある 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/soudan.html
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/soudan.html
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/soudan.html#aichikennkyukyuiryoujouhou
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/soudan.html
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/soudan.html


家 庭 に お け る 食 中 毒 予 防

 

食中毒は、家庭でも発生しています。家庭での食中毒予防として、6つのポイントがあります。 

特に冬場は、ノロウイルスに注意してください。 

愛知県瀬戸保健所 本所・豊明保健分室の直通電話番号（ダイヤルイン）等の案内 

愛 知 県 瀬 戸 保 健 所 本 所   Ｅ-mail  seto-hc@pref.aichi.lg.jp   総合相談電話   0561-21-1699 

                                                       FAX   0561-82-9188   

総 務 企 画 課 総務・企画グループ 医療給付(指定難病・小児慢性特定疾病等)、医師等免許 0561-82-2196 

環境・食品安全課 
環境指導グループ  ＨＩＶ・感染症(結核を除く)、環境衛生施設の指導、薬剤師等免許 0561-82-2197 

食品指導グループ  食品関係施設の営業許可及び指導、調理師等免許 0561-82-2198 

健 康 支 援 課 
地域保健グループ  生活習慣病・結核・難病・栄養・歯科等相談、栄養士等免許 0561-82-2157 

こころの健康推進グループ 精神保健福祉・メンタルヘルス・ひきこもり相談 0561-82-2158 

愛知県瀬戸保健所豊明保健分室       医療給付・許可・免許等   0562-92-9133   総合相談電話  0562-92-1699 

                                                            FAX  0562-93-8947 

１. 買い物のとき ２.家庭で保存するとき ３.下準備の時 

   

・消費期限を確認する。 
・肉や魚の生鮮食品や冷凍食品は最
後に購入する。 

・肉、魚はビニール袋や容器に 
入れて保管する。 

・冷蔵庫の詰め過ぎに注意 
［7割ぐらいが目安］ 

・冷蔵庫は10℃以下となるように。 
 

・調理の前は、よく手を洗う。 
・冷凍食品は、使う分だけ解凍する。  
・使用後の調理器具は洗った後、 
熱湯消毒する。 

 

４.調理するとき ５.食べるとき 
６.食品が残ったとき 

  

・中心部まで、しっかり加熱する。 

 

・食べる前に、よく手を洗う。 
・作った食事は、早めに食べる。 

・清潔な容器に保存する。 
・温めなおす時も、十分加熱する。 
・少しでも怪しかったら、捨てる。 

 


